
こども大綱のイメージ（「基本的な施策」関係）
○こども施策の基本的な方向性とその下で進める具体的施策を提示。
・これまでの既存３大綱や有識者会議第１次報告書を継承。
・関連する政府方針（こども未来戦略方針、教育振興基本計画等）と整合性のとれたものとする。
※ 「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的な指針（仮称）」や「こどもの居場所づくりに関する指針（仮称）」の策定に向けた検討とも連携。

○柱建てとしては、有識者会議第１次報告書の３つの柱を踏まえ、検討。
・全てのこども・若者に、健やかで安全・安心に成長できる環境を提供する
・成育環境にかかわらず、誰一人取り残すことなく健やかな成長を保障する
・結婚・妊娠・出産・子育てに夢や希望を感じられる社会

こども・若い世代、結婚・子育て当事者の目線に立った情報発信
こども・若者の意見反映

EBPMの推進こども・若い世代、結婚・子育て当事者の意見の政策への反映

資料２

青年期～～幼児期 学童期 思春期

給食

生活習慣形成・規範意識育成

安全・安心（インターネット環境整備、有害環境対策、通学路等の安全、事故防止、教育・保育施設等における事故対策、性被害防止、
日本版DBS、犯罪被害防止、体罰等の防止、CDR等）

こども・若者の健やかな成長に携わる
人材養成・確保

人権教育、健康教育、消費者教育 等

指導・運営体制充実

教育DX・デジタル人材育成

基礎学力向上、主体的・対話的で深い学び

外遊び 社会参画・地域活動・社会貢献活動

学校と地域・社会の連携

こどものスポーツ・文化芸術環境の整備

高校等教育・高等教育充実

グローバル社会での活躍

若者の職業能力形成・就職支援等

労働に関する教育

こどもの居場所づくり
（放課後児童クラブ、児童館、青少年センター、こども食堂など）

イノベーションの担い手
（探究・STEAM教育、アントレプレナーシップ教育等の充実）

情報モラル

幼児期までのすべてのこどもの育
ちに係る質を保障する取組

＝健やかな育ち ＝教育 ＝雇用

全
て
の
こ
ど
も
・
若
者
の
健
や
か
な
成
長

体力・運動能力の向上

健康増進

乳幼児期から大人に至るまでの全ての段階でジェンダーの視点
固定的性別役割分担意識の解消

→ → →

※１ 既存３大綱等からキーワードを抽出したイメージ。こども大綱における具体的な記載は今後検討（関連する政府方針との整合性に留意する）。
※２ 本資料における施策の分類について、複数の分野にまたがる施策についても、便宜上、いずれかひとつの分野で整理しているが、他の分野にも

属することを排除するものではない。

食育

質の高い公教育の再生

体験活動・読書活動

インクルージョンの推進

使い捨て企業対策

特別支援教育

幼児教育の質的向上

保育の質の向上

全てのライフステージに通底する項目
スポーツ・文化芸術
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こどもの貧困
父母の離婚・養育費確保ひとり親

障害児支援（保育含む）
障害のある学生支援（大学生等） 障害者の就労支援

小児がん等患者支援 医療的ケア児
（保育含む）

慢性疾病・難病

社会的養護・ケアリーバーの若者支援児童虐待

いじめ 不登校 ひきこもり

ヤングケアラー

高校中退
ニート

非正規雇用

失業

非行少年
依存症

自殺

外国人材受入れ
（在留外国人のこどもの教育等）

定住外国人の就労支援

不当な偏見・差別の防止・解消 LGBTQ＋

関係機関の連携（要保護児童対策地域協議会、子ども・若者支援地域協議会等） アウトリーチ、プッシュ型、伴走型支援 専門職・支援人材の確保・養成

孤独・孤立

こども大綱のイメージ（「基本的な施策」関係）

＝様々な困難 ＝病気・障害 ＝地域の支援ネットワーク

困
難
を
抱
え
る
こ
ど
も
・
若
者
や
家
庭
支
援

＝外国人＝虐待・社会的養育

結婚前 結婚 妊娠・出産 子育て
ライフプランニング
・キャリア形成支援

性や妊娠に関する正しい知識の普及・健康管理の促し
（プレコンセプションケア）

結婚・子育てに関する地方公共団体・民間事業者の取組に対する国の支援

不妊治療と
仕事の両立

不妊症・不育症に
対する相談支援

妊娠期からの伴走型相談支援

妊娠・出産に関する経済的負担軽減

若年妊婦等支援

多胎妊産婦等
に対する支援

多子世帯支援

母子保健
（妊婦健診、産後ケア事業、乳幼児健診等）

幼保無償化の着実な実施
高校生・大学生等の修学支援

住宅取得支援・供給促進

三世代同居・近居しやすい環境づくり

周産期医療・小児医療充実

国民健康保険負担軽減を行う地方公共団体への支援

男性の育休取得促進啓発・普及（産後パパ育休）

子育て女性等の就職支援

待機児童対策、保育等の受け皿・人材の確保
（事業所内含む）

「地域アプローチ」による少子化対策の推進
・地方創生と連携した少子化対策の推進

AI・IoTを活用した子育て支援サービス等

地域の実情に応じた支援の充実（地域子育て支援拠点、一時預かり、病児保育等）

地域の退職者や高齢者等の人材活用、
子育ての担い手の多様化、世代間交流・助け合い

家庭教育支援

ライフイベントを妨げない労働環境、経営者・管理職の意識改革

働き方改革・多様な働き方

女性活躍

多様な主体の連携による子育てにやさ
しい社会的機運の醸成

こども目線のものづくりの推進

子育てワンストップ・
ノンストップサービスの推進

若い世代の所得向上、経済的基盤の安定
（国内投資と構造的賃上げによる良質な雇用創出、非正規雇用対策）

共働き・共育て

男性の家事・育児参画

こどもの豊かな成長を支える
まちづくり

子育てや教育にかかる経済的負担の軽減（児童手当等）

こども連れに優しい施設、
外出しやすい環境

～

＝結婚前の啓発・理解増進 ＝経済的負担軽減＝地方自治体・民間事業者の結婚支援 ＝仕事との両立 ＝子育てしやすい社会の実現 ＝医療・保健関係 ＝心理的・肉体的負担の軽減 ＝多様なアプローチ

結
婚
・
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
夢
や
希
望
を
感
じ
ら
れ
る
社
会

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止

特異な才能のあるこども

結婚新生活にかかる経済的負担の軽減

結婚・子育て支援に係る税制

結婚支援センターの開設・運営、
マッチングシステムの構築

企業等と連携した結婚支援

出会いの機会づくりを目的とした
イベント・スキルアップセミナー

結婚支援を行うボランティアの育成、
ネットワーク化

結婚応援パスポートの普及促進

乳児家庭全戸訪問

こども家庭センター、子ども・若者総合相談センター、
児童相談所等

＝貧困

里親

全てのライフステージに通底する項目

児童養護施設等の小規模化・多機能化等

社会全体の構造・意識改革
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